
マイナ保険証の
ご利用方法

(令和7年7月時点)

マイナ保険証をご利用の方も、まだお持ちでない方も

これまでどおり医療機関等を
ご受診いただけます。

とっても
カンタン！

※マイナ保険証をお持ちの場合でも、マイナ保険証での受付が困難な方（介助が必要で第三者の同行
が必要な場合等）は、申請により「資格確認書」を取得し、それにより受付することが可能です。



マイナ保険証を使うメリット

より良い医療を受けることができる

医療機関等で過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病
気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこ
ともできます。
※マイナポータルによりご自身で特定健診情報等を閲覧することも可能です。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

！
マイナンバーカードを保険証として利用するための

登録がまだの方は、以下２つの準備をお願いします。

■申請方法は選択可能です

① オンライン申請

(パソコン・スマートフォンから)

② 郵便による申請

③ まちなかの

証明写真機からの申請

マイナンバーカードを申請

■利用登録の方法

① 医療機関・薬局の受付

（カードリーダー）で行う

②「マイナポータル」から行う

③ 富谷市役所市民課窓口で行う

（富谷市に住所がある方）

④ セブン銀行ATMから行う

マイナンバーカードを
保険証として登録

マイナンバー総合
フリーダイヤル0120-95-0178
5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。

受付時間（年末年始を除く）
9時30分～20時00分
9時30分～ 17時30分

平 日 ：
土日祝：

ご自身の登録状況がわからないときは

医療機関等の受付窓口に設置されている顔認証付きカード
リーダーにマイナンバーカードを置きましょう。
利用登録が済んでいない方には、その場で利用登録の案内がされます。

「マイナポータル（モバイルアプリ）」にログインしましょう。
スマートフォンおよびマイナンバーカードを用意し、マイナポータルの画面

からご自身の登録状況が確認できます。

確認方法①

確認方法②

※マイナポータル画面イメージ


